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2026年診療報酬改定で褥瘡管理はどう変わる？

―医療機関・介護施設・在宅・地域連携―

事業管理本部
高水 勝

1
2026-D

第23回日本褥瘡学会九州・沖縄地方会学術集会
教育講演3 2026年5月9日 10：50～11：40

学会HP公開版

当日の講演スライドに
参考スライドを追加しています。

４分割になっています。
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地域連携

◆介護施設の理解

◆在宅・連携関連

◆ICTによる情報共有

◆在宅で医療機器関連
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大分類 小分類 数

●病院数 ８,０００

精神科除く ７,０００

精神科含む→
200床以上 ２,４００

200症未満 ５,６００

●診療所数

全体 １０５,０００

有床 ５,０００

無床 １００,０００

●訪問看護ステーション ステーション数 １９,０００

◆ベッド数（病院）
一般病床（急性期/回復期） ８７０,０００

療養病床 ２６０,０００

■医師数
医療機関所属 ３３０,０００

病院勤務 ２２０,０００

■就業看護師数 医療関連所属（準看含む） １,６００,０００

重なりあり

認定看護師 ２６,０００

WOC ２,９００

ICN ４,４００

認知症看護 ２,６００

特定看護師 １４,０００

NP １,０００

ざっくりとした日本の医療環境（介護除く）2026-4
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厚生労働省 令和６年度の同時報酬改定に向けた意見交換会
（第１回） 2023-3-15 6
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⑶「介護老人保健施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体
制を整備しなければならない。」とは、褥瘡の予防に関わる施設における整備や褥瘡に関する基礎的知識を
持ち、日常的なケアにおいて介護職員等が配慮することにより、褥瘡発生の予防効果を向上させることを想
定している。例えば、次のようなことが考えられる。

① 当該施設における褥瘡のハイリスク者(日常生活自立度が低い入所者等)に対し、褥瘡予防のための計画
の作成、実践並びに評価をする。

② 当該施設において、施設内褥瘡予防対策を担当する者（看護師が望ましい。）を決めておく。なお、
同一事業所内での複数担当 (※)の兼務や他の事業所・施設等との担当 (※)の兼務については、担当者として
の職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入
所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考え
られる者を選任すること。
(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者（看護師が
望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生
又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

③ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等からなる褥瘡対策チームを設置する。

④ 当該施設における褥瘡対策のための指針を整備する。

⑤ 介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員継続教育を実施する。また、施設外の専門家による相
談、指導を積極的に活用することが望ましい。

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について

介護老人保健施設の基本要件（基準）
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（５）「指定介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防する
ための体制を整備しなければならない。」とは、褥瘡の予防に関わる施設における整備や褥瘡に関する基礎
的知識を持ち、日常的なケアにおいて介護職員等が配慮することにより、褥瘡発生の予防効果を向上させる
ことを想定している。例えば、次のようなことが考えられる。

イ 当該施設における褥瘡のハイリスク者(日常生活自立度が低い入所者等)に対し、褥瘡予防のための計画
の作成、実践並びに評価をする。

ロ 当該施設において、施設内褥瘡予防対策を担当する者（看護師が望ましい。）を決めておく。なお、
同一事業所内での複数担当 (※)の兼務や他の事業所・施設等との担当 (※)の兼務については、担当者として
の職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、入
所者や施設の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考え
られる者を選任すること。
(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者（看護師が
望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生
又はその再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

ハ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等からなる褥瘡対策チームを設置する。

二 当該施設における褥瘡対策のための指針を整備する。

ホ 介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員継続教育を実施する。また、施設外の専門家による相
談、指導を積極的に活用することが望ましい。

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について

指定介護老人福祉施設の基本要件（基準）
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1.別表第十二第三号に掲げる処置

別表第十二介護老人保健施設入所者について算定できない検査、リハビリテーション、処置、
手術及び麻酔

三算定できない処置
(1)一般処置のうち次に掲げるもの
イ創傷処置（六千平方センチメートル以上のもの（褥瘡に係るものを除く。）を除く。）
ロ手術後の創傷処置
ハドレーン法（ドレナージ）
ニ腰椎穿刺
ホ胸腔穿刺（洗浄、注入及び排液を含む。）（保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。）
ヘ腹腔穿刺（洗浄、注入及び排液を含む。）（保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。）
ト喀痰吸引
チ高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
リ摘便
ヌ酸素吸入
ル酸素テント
ヲ間歇的陽圧吸入法
ワ肛門拡張法（徒手又はブジーによるもの）
カ非還納性ヘルニア徒手整復法（保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。
ヨ痔核嵌頓整復法（脱肛を含む。）

(2)救急処置のうち次に掲げるもの
イ救命のための気管内挿管
ロ人工呼吸
ハ非開胸的心マッサージ
ニ気管内洗浄
ホ胃洗浄

(3)泌尿器科処置のうち次に掲げるもの
イ膀胱洗浄（薬液注入を含む。）
ロ留置カテーテル設置
ハ嵌頓包茎整復法（陰茎絞扼等）

(4)整形外科的処置（鋼線等による直達牽引を除く。）

(5)栄養処置のうち次に掲げるもの
イ鼻腔栄養
ロ滋養浣腸

(6)(1)から(5)までに掲げる処置に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な処置

重度褥瘡処置
局所陰圧閉鎖処置
下肢創傷処置
は算定可能
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保医発0327第９号令和６年３月27日

１保険医が、
次の（１）から（６）までのいずれかに該当する医師（以下「配置医師」という。）である場合は、それぞれの配置されてい
る施設に入所している患者に対して行った診療（特別の必要があって行う診療を除く。）については、介護報酬、自立支援給
付、措置費等の他給付（以下「他給付」という。）において評価されているため、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省
告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号Ａ０００の初診料、医科点数表区分番号
Ａ００１の再診料、医科点数表区分番号Ａ００２の外来診療料、医科点数表区分番号Ｂ００１－２の小児科外来診療料及び医
科点数表区分番号Ｃ０００の往診料を算定できない。

３配置医師以外の保険医が、
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所、指定障害者支
援施設（生活介護を行う施設に限る。）、療養介護事業所、救護施設又は児童心理治療施設（以下「特別養護老人ホーム等」
という。）に入所している患者を診療する場合については、次の（１）又は（２）の取扱いとすること。

（１）患者の傷病が配置医師の専門外にわたるものであり、入所者又はその家族等の求め等を踏まえ、入所者の状態に応じた
医学的判断による配置医師の求めがある場合に限り、医科点数表第１章第１部の初・再診料、医科点数表区分番号Ｃ０００の
往診料、医科点数表第２章第３部の検査、医科点数表第２章第９部の処置等に係る診療報酬を算定できる。

（２）（１）にかかわらず、入所者又はその家族等の求めや入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めが明らか
ではない場合であっても、緊急の場合であって、特別養護老人ホーム等の管理者の求めに応じて行った診療については、医科
点数表第１章第１部の初・再診料、医科点数表区分番号Ｃ０００の往診料、医科点数表第２章第３部の検査、医科点数表第２
章第９部の処置等に係る診療報酬を同様に算定できる。

特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて

創傷処置
重度褥瘡処置

局所陰圧閉鎖処置
下肢創傷処置等々
処置関連は算定可能
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◆特別療養費（老健）

介護老人保健施設において、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な
医療行為として定められた特別療養費項目を行った場合に算定されるものである。
 
◆特定診療費（介護療養型医療施設）
介護療養型医療施設等において、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必
要な医療行為として定められた特定診療費項目を行った場合に算定されるものである。

◆特別診療費（介護医療院）
介護医療院等において、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療
行為として定められた特定診療費項目を行った場合に算定されるものである。

＞＞＞＞

上記で算定できる褥瘡関連

ー重症皮膚潰瘍管理指導（１日につき） 18単位

ー褥瘡対策指導管理

 イ褥瘡対策指導管理(Ⅰ) ６単位
 ロ褥対策指導管理(Ⅱ) 10単位（特別療養費のみ）
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原文で、
褥瘡対策指導管理と褥瘡対策管理指導
の間違いがあるので、そのまま転記します。

老健の特別療養費の規定
介護医療院も同様
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老健の特別療養費の規定
介護医療院も同様
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厚生労働省 2024年1月22日 社会保障審議会 介護給付分科会（239回）
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13 褥瘡マネジメント加算

（１）LIFE への情報提出頻度について
利用者等ごとに、アからウまでに定める月の翌月10 日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事
実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第一の５の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提
出が行われた月の前月までの間について、利用者等全員について本加算を算定できないこと（例えば、４月の情報を５月10 日までに提出
を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、４月サービス提供分から算定ができないこととなる。）。
ア既利用者等については、当該算定を開始しようとする月
イ新規利用者等については、当該サービスの利用を開始した日の属する月
ウ褥瘡の発生と関係のあるリスクに係る評価を行った日の属する月（評価は少なくとも３月に１回行うものとする。）ただし、イの場合
であって、月末よりサービスを利用開始した利用者等に係る情報を収集する時間が十分確保できない等のやむを得ない場合については、
利用開始月の翌々月の10 日までに提出することとしても差し支えない。その場合、当該利用者等に限り、利用開始月のサービス提供分は
算定できない。

（２）LIFE への提出情報について
ア事業所・施設における利用者等全員について、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定
施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい
て」別紙様式５又は「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用
の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式５（褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書）にある
「基本情報」、「褥瘡の有無」及び「危険因子の評価」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、提出すること。
イ褥瘡がある利用者等については、同様式にある「褥瘡の状態の評価」及び「褥瘡ケア計画」の自由記載を除く情報も提出すること。
ウ提出情報は、利用者等ごとに、以下の時点における情報とすること。
・（１）アに係る提出情報は、介護記録等に基づき、既利用者等ごとの利用開始時又は施設入所時における評価の情報及び当該算定開始
時における情報
・（１）イに係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報
・（１）ウに係る提出情報は、当該評価時における情報

14 褥瘡対策指導管理（Ⅱ）
（１）LIFE への情報提出頻度について
褥瘡マネジメント加算と同様であるので、13（１）を参照されたい。
（２）LIFE への提出情報について
ア「特別診療費の算定に関する留意事項について」別添様式３（褥瘡対策に関する診療計画書）にある「基本情報」、「褥瘡の有無」及
び「危険因子の評価」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、提出すること。
イまた、褥瘡がある入所者については、同様式にある「褥瘡の状態の評価」及び「看護計画」の自由記載を除く情報も提出すること。
ウ提出情報の時点は、褥瘡マネジメント加算と同様であるので、13（２）ウを参照されたい。

科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について



Takamizu
21社会保障審議会介護保険部会（第118回） 令和７年３月１４日



Takamizu
22社会保障審議会介護保険部会（第118回） 令和７年３月１４日



Takamizu
23社会保障審議会介護保険部会（第118回） 令和７年３月１４日



Takamizu
24社会保障審議会介護保険部会（第118回） 令和７年３月１４日



Takamizu
25社会保障審議会介護保険部会（第118回） 令和７年３月１４日



Takamizu
26

厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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地域連携

◆介護施設の理解

◆在宅・連携関連

◆ICTによる情報共有

◆在宅で医療機器関連
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 在宅（その３）2025-11-12
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厚生労働省 中央社会保険医療協議会 在宅（その３）2025-11-12
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厚生労働省 2026年3月5日 00_令和８年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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患者情報の共有の推進
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